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(その 1 3 )

3 支出項目別金額の内訳

(1)支出の総括表

経常経

m人件

工頁

②光

③備品・消耗品費

目

費

費

④事務所費

水費

2 政治活動費

m組織活動費

ノ」、

②選挙関係費

③機関紙誌の発行その他の事業費

寸

ア機関紙誌の発行事業費

金

イ宣伝事業費

ウ政治資金パーティー開催事業費

工その他の事業費

④調査研究費

/"'ヘ

⑤寄附・交付金

⑥その他の経費

額

ノ」、

円

寸

36 づクク

き十

備

後謬会訂細ヰろ加朋刈ソ
入 42 入X lpa内

考

了 6づφつ
6 P△・D

r

熱

合



(その 1 5 )
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(その 20)

添付書類(別添のとおり)

1 領収書等の写し

2 監査意見書(政党及び政治資金団体に限る。)

3 政治資金監査報告書(国会議員関係政治団体に限る。)

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

/ノ＼

(備考)
1 会計責任者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、その代理人が提出する場合にあっては当該代理
人の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、会計責任者本人の署名その他の措置を講ずる場
合は、この限りでない。

2 政治団体の解散に伴う報告書の場合は、会計責任者の氏名の他、代表者の氏名を記載すること。また、代表者及び会計責任
者本人が提出する場合にあっては本人確認書類の提示又は提出を、これらの者の代理人が提出する場合にあっては当該代理人
の権限を証する書面及び本人確認書類の提示又は提出を行うこと。ただし、代表者及び会計責任者本人の署名その他の措置を
講ずる場合は、この限りでない。
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令和千年1月13 B

切村駒郎優凝会

殿町健〒

書誓宣


